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来年（2026年）4月 1日から、不

動産の所有者（所有権の登記名義人）

は、住所や氏名（住所等）に変更が

あった場合、その変更の日から 2年

以内に、変更の登記をすることが義

務になります。「正当な理由」がない

にもかかわらず、これに違反すると、

5 万円以下の過料が科される可能性

があります。 

「義務になるのは来年 4 月 1 日か

ら」と聞くと、「住所が変わったのは

少し前だから関係ない」などと考え

てしまいそうですが、施行日よりも

前の住所等の変更も、義務化の対象

です。施行日から 2年以内、具体的

には、2028年 3月 31日までに変更

登記をする必要があります。 

 

●新制度「スマート変更登記」 

「登記が義務になるのは、所有者不

明土地問題を解決するため」と聞け

ば、納得もいきますが、負担にも感

じるでしょう。例えば引越しで住所

が変わった場合、登記申請の手間が

かかるだけでなく、土地や建物 1個

について登録免許税 1000 円もかか

ります。手続きを専門家に頼むと、1

～2 万円程度の手数料も必要です。

こうした負担の軽減のために導入さ

れるのが、「スマート変更登記」です。

登記名義人が個人の場合を見てみま

しょう。 

スマート変更登記は、あらかじめ

「検索用情報」といわれる一定の情報

を申し出ておくことで、住所等に変

更があった際、法務局が職権で登記

内容を変更してくれるサービスです。

利用すると、義務違反に問われるこ

ともなくなります。 

検索用情報とは、氏名、ふりがな、

住所、生年月日、連絡用のメールア

ドレス（またはメールアドレスをも

たない旨）の 5つです。なお検索用

情報を申し出たとしても、登記事項

証明書に記載されるのは、従来どお

り氏名と住所のみです。 

検索用情報の申し出は、既に今年

（2025年）4月21日からスタートし

ています。同日以降、新たに売買等

によって所有権の登記名義人となる

場合は、原則として、その登記申請

のときに検索用情報を申し出ます。

同日時点で、既に所有権の登記名義

人である場合は、WEB上の「かんた

ん登記申請」を利用するなどの方法

で申し出が可能です。 

●スマート変更登記の流れ 

スマート変更登記の流れを見てみ

ましょう。法務局は、検索用情報を

もとに、定期的に住民基本台帳ネッ

トワーク（住基ネット）へ、住所等

の変更の有無の照会を行います。そ

こで住所等の変更情報を取得すると、

変更登記を行ってよいかどうかを、

登記名義人に意思確認します（下図

①～③）。連絡手段は、検索用情報と

して申し出のあったメールアドレス

です。メールアドレスが登録されて

いない場合は、書面での連絡となり

ます。 

登記名義人から「変更してよい」

との回答が得られれば（下図④）、法

務局が職権で変更登記を行います

（下図⑤）。 

スマート変更登記については、「自

分が希望するタイミングで変更登記

ができるわけではない」などの指摘

もありますが、将来的な負担を減ら

したり、トラブルを防いだりといっ

た観点からも有用な制度です。早め

に内容を確認し、利用を検討しまし

ょう。不明点は、法務局や司法書士・

司法書士会に問い合わせることをお

勧めします。 

久谷真理子の 
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久谷 真理子 (株)フリーダムリンク専務取締役 

ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルティングマ
スター。FP会社である（株）フリーダムリンクにて、相続・不
動産に関する相談業務および実行支援業務を行う。 
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